
令和８年 議案第３号

   みよし市放課後児童クラブ規則の一部改正について

上記の議案を提出する。

  令和８年２月１９日提出

                       みよし市教育委員会

                        教育長 増 岡 潤一郎

   説 明

この案を提出するのは、令和８年度から天王児童クラブ及び黒笹児童クラブに第

３教室が開設されることに伴い、放課後児童クラブ入所申込書について改正を行う

必要があるからである。



みよし市放課後児童クラブ規則の一部を改正する規則

【趣 旨】 令和８年度から天王児童クラブ及び黒笹児童クラブに第３教室が開設されることに伴い、放課後児童クラブ入所申込書について必要な改正をする。

【内 容】 入所申込書の様式を改める。（様式第１号関係）

       １ 第３教室を選択するための欄を追加する。

       ２ 宛先の「様」を削除する。

【施行期日】 令和８年４月１日



みよし市放課後児童クラブ規則（令和５年みよし市教育委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。

（下線部分は改正部分）

改正後 改正前

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前のみよし市放課後児童クラブ規則の規定に基づいて作成さ

れている放課後児童クラブ入所申込書の用紙は、改正後のみよし市放課後児童クラブ規則の

規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。


